
                                                      健第９７３号 

 

岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設 

事業に係る公募要領（公募実施公告） 

 

次のとおり、公募を実施します。 

なお、本事業は、令和７年度岡山県一般会計予算案が岡山県議会において議決され

ること及び令和７年度岡山市一般会計予算案が岡山市議会において議決されること

を条件に実施するものです。 

 

 令和７年３月５日 

                       岡山県知事 伊原木 隆太 

 

 

 「岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業」につい

ては、地方独立行政法人岡山県精神科医療センターを相手方とする契約手続きを予定して

いるが、契約の前に、契約予定者以外の者への参加意思確認を行うものである。 

 なお、応募者がいない場合には、地方独立行政法人岡山県精神科医療センターと契約手

続きを行うこととする。 

 

第１ 事業名 

岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業 

 

第２ 事業の目的 

   精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化等により速やかな医療が必要な精神障害

のある人等に対して、迅速かつ適切な医療を提供できる体制を整備する。 

 

第３ 事業内容 

 １  岡山県精神科救急情報センター事業 

 （１）県内の精神科救急医療施設から空床及び指定医の確保等に関する情報を収集し、

保健所等の関係機関の緊急対応時に、当該情報の提供を行う。 

  （２）精神障害のある人及びその家族等からの相談内容を把握し、精神科救急医療受診

の必要性を判断し、受診の必要性があると判断される場合は、受診に必要な医療情

報の提供、医療機関との連絡調整を行う。受診の必要性がないと判断される場合は、

相談者の不安感や焦燥感の軽減・緩和が図られるよう指導・助言することで、症状

の悪化を予防する。 

 ２ 精神科救急常時対応型医療施設事業 

  （１）緊急な医療を必要とする精神障害者等に精神科救急医療を提供できる体制を整備

する。 

（２）２床以上の空床を確保する。 



 

第４ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

第５ 応募資格 

 １ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 ２ 県との契約に関し、入札参加停止又は指名停止の措置を受けていないこと。 

 ３ 当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、経理事務を確実に処理で

きる体制が整備されていること。 

 ４ 精神科救急医療に十分な実績を持つとともに十分な経験を持つ医療スタッフが確

保できる団体であること。 

 

第６ 公募参加手続等 

 この公募に参加を希望するものは、次のとおり公募参加資格確認書（様式第１号）

を次のとおり提出しなければならない。 

１ 公募参加資格確認書及び仕様書の配布期間及び場所 

（１）配布期間  令和７年３月５日（水）から令和７年３月１４日（金）まで 

      （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（２）配布場所  下記第８の場所に同じ。また、岡山県保健医療部健康推進課のホー

ムページからダウンロードすることができる。 

２ 公募参加資格確認書の提出期間、場所及び方法 

（１）提出期間  令和７年３月５日（水）から令和７年３月１４日（金）まで 

（閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで（必着） 

 （２）提出場所  下記第８の場所に同じ 

 （３）提出方法  持参、又は郵送（書留郵便に限る。） 

（４）提出書類  公募参加資格確認書（様式第１号） 

３ 公募参加資格要件の審査 

（１）審査結果の通知 

    公募参加資格確認書を提出した者について、書面の審査の結果、不適格と認めら

れる者に対しては、その旨を通知する。この通知を受けた者は、この公募に参加す

ることができない。 

（２）公募参加資格要件不適格の理由の説明要求 

    公募参加資格要件不適格通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日

から起算して７日以内に、下記第８の宛先に FAX により、説明を求める書面を提出

することができる。 

４ 仕様書に対する質問の受付 

（１）受付期間  令和７年３月５日（水）から令和７年３月１２日（水）まで 

         （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（２）方法    「仕様書に対する質問・回答書（様式第３号）」により FAX するこ

と。ただし、到着したことを電話で担当者に確認すること。 



 （３）宛先    下記第８の場所に同じ 

 

第７ 公募手続等 

１ 公募提出書類の配布期間及び場所 

（１）配布期間  令和７年３月５日（水）から令和７年３月２１日（金）まで 

         （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（２）配布場所  下記第８の場所に同じ。また、岡山県保健医療部健康推進課のホーム

ページからダウンロードすることができる。 

２ 公募提出書類の提出期間、場所及び方法 

（１）提出期間  令和７年３月５日（水）から令和７年３月２１日（金）まで 

         （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで（必着） 

（２）提出場所  下記第８に同じ 

（３）提出方法  持参、又は郵送（書留郵便に限る。） 

 （４）提出書類   

・岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業 

（委託）公募申請書（様式第２号） 

・申請団体概要書（様式１号） 

・岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業 

 （委託）計画書（様式２号） 

・岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業 

（委託）見積書（様式３号） 

・岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業 

（委託）見積積算内訳（様式４号） 

・添付書類（任意様式） 

  ①定款、会則、規約等 

  ②役職員等名簿 

   ③直近１年間の事業実施状況がわかるもの（団体が発行する年報、ニュースレタ

ー等） 

（５）提出部数 ６部（正本１部、副本５部（コピー可）） 

 

第８ 委託契約に関する事務担当 

〒700-8570 岡山市北区内山下 2-4-6 

   岡山県保健医療部健康推進課精神保健福祉班 

   TEL：086-226-7330  FAX：086-225-7283 

  

第９ 審査基準・審査手続き 

 １ 公募申請書が提出された場合は、岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救

急常時対応型医療施設事業公募審査委員会（以下「委員会」という。）において審議

する。 

 ２ 審議は、提出書類及び添付資料により行うが、必要に応じて別途ヒアリングの実施



や追加資料の提出等を求める場合がある。選考基準は以下のとおりで、これにより

各公募申請について相対的に評価し、委託先を決定する。 

 （１）委託業務に関する申請書の内容が次の各号に適合していること。 

①事業内容が当県の意図と合致していること。 

②事業の内容・方法等がすぐれていること。 

③事業の経済性がすぐれていること。 

 （２）当該事業と同業の事業に関する実績を有すること。 

 （３）当該事業を実施する体制が整っていること。 

 （４）経営基盤が確立していること。 

 

第 10 結果の通知方法 

 １ 前項の審議の結果は、応募者あて通知する。なお、委員会は非公開とし、審査の経

緯等に関する問い合わせには応じない。 

２ 選定されなかった理由の説明要求 

   選定されなかった旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から

起算して７日以内に、上記第８の宛先に FAX により、説明を求める書面を提出するこ

とができる。 

 

第 11 県及び岡山市の関係 

      岡山県精神科救急情報センター事業及び精神科救急常時対応型医療施設事業は、県

及び岡山市の共同実施とする。 

 

第 12 契約 

   契約形態は、委託契約とし、採択件数は１件とする。なお、契約候補者と委託契約

の協議が整い次第、県及び岡山市との三者で締結する。 

 

第 13 その他 

 １ 応募に係る経費は、全て応募者の負担とする。 

 ２ 応募者の名称、代表者、所在地等を公表することがある。 

 ３ 提出書類について虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

 ４ 提出書類は、返却しない。 

 ５ 提出書類等は、情報公開の請求により開示することがある。 

 ６ 本事業は、平成２０年５月２６日障発第０５２６００１号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に基づき実

施し、その経費は令和７年度精神保健費等国庫補助金の交付の対象となるので留意

すること。 

 ７ 契約締結予定者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を

提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒ん

だものとみなすので留意すること。 


